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　国民健康保険税および後期高齢者医療保険料は、住民税申告等に基づいて算定しています。住民税申告等がな
い場合、所得不明となり保険税（料）の適正な算定ができないことがあります。そのため、国保加入者がいる
世帯および後期高齢者医療保険加入者がいる世帯については、収入がない方についても
申告を行ってください(申告書の送付がない場合でも、申告が必要な場合があります。)。
※1　※2

※1　R8.1.1時点において、18歳未満の対象者で収入のない方は除きます。18歳未満でも収入がある場合および
　　  その他国保以外のサービスにおいて必要な場合は申告が必要となります。ご自身でご確認ください。
※2　申告書は申告会場、市民税課、各支所で配布しています(うるま市公式ホームページからダウンロードも可能)

▶国保税に関するお問い合わせ　973-3202（国保税第1係）
▶後期高齢者医療保険料に関するお問い合わせ　973-3177（後期高齢者医療係）
▶住民税申告に関するお問い合わせ　0120-002-263（令和8年度市県民税申告コールセンター）
　※令和8年度市県民税申告コールセンター受付期間　令和8年1月15日（木）～令和8年3月16日（月）9：00～17：00

令和8年2月2日～令和8年3月16日まで

令和8年2月16日～令和8年3月16日まで

住民税申告は

確定申告は

国民健康保険課から申告のご案内！

2025.11.29～30
第21回うるま市産業まつり

お問い合わせ

ご協力企業

友好都市の宇都宮市も
出店！

事業者も楽しく出店♪

おかげさま
で

大盛況と

なりました
！

必ず期間内に
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　上下水道事業の健全な経営を図り、上下水道サービスを維持するため、水道料金および下水道使
用料の改定が必要ですので、ご理解とご協力をお願いします。

　本市では、県企業局から浄水を購入していますが、県水道料金の改定が令和8年4月1
日から決定しており、同じタイミングで改定を行わなければ、経営状況が急激に悪化す
る予測となっております。また、本市におきましても老朽施設の更新や維持管理業務に
要する費用を適切に確保する必要性があります。

　この度の料金改定については、沖縄県の水道料金の改定の影響と本市の老朽施設の
更新や維持管理における適切な費用確保が要因となっておりますが、県は今後も4年ご
とに適正な料金水準を検討するものと伺っています（動力費（電気料金等）の上昇、老朽
化施設の更新費用等、耐震化費用等の確保のため）。本市におきましても、老朽管路の更
新費用や、災害に備えた耐震化費用の増加の見込みに、物価高騰の影響も重なり、県と
同様に適正な料金水準を3～5年ごとに検討していかなければならないのが現状です。

　下水道事業においては、一般会計から補てんされている財源の割合を減少させるた
め、段階的な使用料改定を検討していかなければならない状況です。そのため、下水道
事業におきましても、3～5年ごとに適切な使用料水準を検討していかなければならな
い現状です。

　下水道事業においては、必要な経費の約3割を一般会計からの補てん収入でまかなっ
ており、費用負担の公平性に問題があり、段階的に適切な使用料水準とすることが求め
られております。

令和8年4月1日より上下水道料金を改定します。

Ｑ．なぜ料金改定が必要なの？

Ｑ．今後はどうなるの？

Ｑ．何月分から適用されるの？

問　水道政策課　☎975-2200

下水道
事業

水道
事業

下水道
事業

水道
事業

詳細はこちら

※モデルケースです。実際の使用水量により増減します。

【水道料金】 ※20m3 【下水道使用量】 ※20m3

●令和8年3月31日以前から継続して使用している場合

3月検針（4月請求）

※継続して使用している世帯は改定後の翌月検針分からの適用です。

【3人世帯の例】 
5,700円

現行 R8.4/1～

6,563円
（+863円）

使用水量20m3

現行

3,940円

現行

1,760円

R8.4.1～

4,526円

R8.4.1～

2,037円
（＋586円） （＋277円）

1,760円

3,940円

2,037円
（+277円）

4,526円
（+586円）

月額料金の比較（税込）※20m3使用の場合

改定前料金
4月検針（5月請求）
改定日

改定前料金

4/1
5月検針（6月請求）
改定後料金

5/1

【上下水道料金合計】 ※20m3
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